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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第１四半期連結
累計期間

第29期
第１四半期連結

累計期間
第28期

会計期間
自2021年１月１日
至2021年３月31日

自2022年１月１日
至2022年３月31日

自2021年１月１日
至2021年12月31日

売上高 （千円） 7,523,869 8,792,812 31,635,891

経常利益 （千円） 739,479 917,981 2,818,548

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 507,470 626,640 1,905,925

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 517,420 627,683 1,920,582

純資産額 （千円） 6,277,430 7,566,015 7,483,722

総資産額 （千円） 11,100,589 13,316,143 13,947,800

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 8.37 10.36 31.49

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 56.6 56.8 53.7

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

 

(1）財政状態及び経営成績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大や新たな変異株の出現に

より、感染拡大地域においてはまん延防止等重点措置の適用がされるなど、社会経済活動が大きく制限されまし

た。また、ロシアによるウクライナ侵攻及びロシアに対する各国政府の経済制裁に伴う影響など、わが国経済に影

響を与える可能性のあるリスクも存在しており、先行き不透明な状況は依然として継続しております。

　当社グループが属する医療・介護業界につきましては、2022年４月１日現在、65歳以上人口が3,627万人、総人

口の29.0％（総務省統計局 人口推計－2022年４月報－）を占めるなど高齢化が確実に進行しており、当社グルー

プに係るサービスの市場規模はますます拡大するものと思われます。

　こうした環境の中、当社グループは、介護医療関連事業の主力サービスである「ＣＳ（ケア・サポート）セッ

ト」をより普及・拡大させるために、全国25ヶ所の本支店から、営業活動を施設（病院及び介護老人保健施設等）

に対して展開してまいりました。これにより、当社グループにおける当第１四半期連結累計期間の新規契約の施設

数は65施設、解約施設数は17施設となり、当第１四半期連結会計期間末のＣＳセット導入施設数は、前連結会計年

度末より48施設増加し1,862施設となりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は8,792,812千円（前年同期比16.9％増）、営業利益は913,963千

円（同24.0％増）、経常利益は917,981千円（同24.1％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は626,640千円

（同23.5％増）となりました。

 

　当第１四半期連結会計期間末における財政状態は以下のとおりであります。

（資産）

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、13,316,143千円と前連結会計年度末に比べて631,657千円の減少と

なりました。このうち、流動資産は11,473,683千円と前連結会計年度末と比べて656,300千円の減少となりまし

た。これは主に、売掛金及び契約資産（前連結会計年度末は売掛金として表示）が242,577千円、未収入金が

267,716千円増加したものの、現金及び預金が968,063千円、商品が191,426千円減少したためであります。

　固定資産は、1,842,459千円と前連結会計年度末と比べて24,643千円の増加となりました。これは主に、有形固

定資産が5,805千円、のれんが9,771千円減少したものの、投資その他の資産が43,153千円増加したためでありま

す。

（負債）

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、5,750,127千円と前連結会計年度末に比べて713,949千円の減少とな

りました。これは主に、賞与引当金が29,006千円増加したものの、買掛金が155,465千円、未払法人税等が388,064

千円、その他（流動負債）が208,341千円減少したためであります。

（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、7,566,015千円と前連結会計年度末に比べて82,292千円の増加と

なり、自己資本比率は56.8％となりました。純資産合計の増加は、主に利益剰余金によるものであり、株主に対す

る配当金の支払い545,391千円が生じたものの、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上626,640千円により利益

剰余金が81,249千円増加したことによるものであります。
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（2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

 

（3）経営方針・経営戦略等

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 192,000,000

計 192,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現

在発行数（株）
（2022年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2022年５月13日）

上場金融商品取引所名又は登録
認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式 60,600,000 60,600,000

東京証券取引所

市場第一部

（第１四半期会計期間末現在）

プライム市場

（提出日現在）

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式であり、単元

株式数は100株で

あります。

計 60,600,000 60,600,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

2022年１月１日～

2022年３月31日
－ 60,600,000 － 573,496 － 543,496

 

（５）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（６）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（2021年12月31日）に基づく株主名簿による記載をしており

ます。

①【発行済株式】

    2022年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 900 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 60,572,200 605,722 －

単元未満株式 普通株式 26,900 － －

発行済株式総数  60,600,000 － －

総株主の議決権  － 605,722 －

（注）１．「完全議決権株式（自己株式等）」の欄は、全て当社保有の自己株式であります。

２．「完全議決権株式（その他）」の普通株式数には、「株式給付信託（BBT）」及び「株式給付信託（J-

ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株式140,000株（議決権

の数1,400個）が含まれております。

 

②【自己株式等】

    2022年３月31日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社エラン
長野県松本市出川町

15-12
900 － 900 0.00

計 － 900 － 900 0.00

（注）１．「株式給付信託（BBT）」及び「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として株式会社日本カストディ銀行

（信託Ｅ口）が所有する当社株式140,000株は上記に含めておりません。

２．当社は、単元未満自己株式69株を保有しております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（2022年１月１日から2022

年３月31日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,632,051 4,663,988

売掛金 3,891,204 －

売掛金及び契約資産 － 4,133,781

商品 1,068,647 877,220

貯蔵品 11,640 11,974

未収入金 1,957,416 2,225,132

その他 55,927 49,991

貸倒引当金 △486,903 △488,405

流動資産合計 12,129,983 11,473,683

固定資産   

有形固定資産 341,085 335,279

無形固定資産   

のれん 9,771 －

その他 95,650 92,716

無形固定資産合計 105,421 92,716

投資その他の資産   

その他 1,460,628 1,487,925

貸倒引当金 △89,318 △73,462

投資その他の資産合計 1,371,309 1,414,463

固定資産合計 1,817,816 1,842,459

資産合計 13,947,800 13,316,143

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,868,493 4,713,028

未払法人税等 610,067 222,003

賞与引当金 － 29,006

その他 938,502 730,161

流動負債合計 6,417,063 5,694,199

固定負債   

株式給付引当金 13,858 16,502

役員株式給付引当金 31,417 38,013

その他 1,737 1,411

固定負債合計 47,013 55,928

負債合計 6,464,077 5,750,127

純資産の部   

株主資本   

資本金 573,496 573,496

資本剰余金 543,496 543,496

利益剰余金 6,574,561 6,655,810

自己株式 △197,189 △197,189

株主資本合計 7,494,363 7,575,613

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,640 △9,597

その他の包括利益累計額合計 △10,640 △9,597

純資産合計 7,483,722 7,566,015

負債純資産合計 13,947,800 13,316,143
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年３月31日)

売上高 7,523,869 8,792,812

売上原価 5,611,135 6,522,516

売上総利益 1,912,733 2,270,295

販売費及び一般管理費 1,175,671 1,356,332

営業利益 737,062 913,963

営業外収益   

固定資産売却益 － 154

助成金収入 708 －

受取遅延損害金 3,577 2,700

経営指導料 － 1,050

その他 585 1,147

営業外収益合計 4,871 5,052

営業外費用   

固定資産除却損 1,087 －

投資事業組合運用損 － 1,033

その他 1,367 －

営業外費用合計 2,454 1,033

経常利益 739,479 917,981

税金等調整前四半期純利益 739,479 917,981

法人税、住民税及び事業税 174,146 229,861

法人税等調整額 57,861 61,479

法人税等合計 232,008 291,341

四半期純利益 507,470 626,640

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 507,470 626,640
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年１月１日
　至　2022年３月31日)

四半期純利益 507,470 626,640

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,950 1,043

その他の包括利益合計 9,950 1,043

四半期包括利益 517,420 627,683

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 517,420 627,683

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

重要な変更はありません。

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を

当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は

サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており

ますが、当第１四半期連結累計期間の損益及び期首利益剰余金に与える影響はありません。

　収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売

掛金」は、当第１四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。

　なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新た

な会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難と認

められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって四半期連結貸借対照表価額としており

ましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても入手できる最良の情報に基づく観察できないイン

プットを用いて算定した時価をもって四半期連結貸借対照表価額としております。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響はなく、当第１四半期連結会計期間末の投資その他の資

産「その他」が187千円増加し、その他有価証券評価差額金が187千円増加しております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響）

　新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束

時期等を予測することは困難ですが、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当第

１四半期連結累計期間と同程度の影響が継続するとの前提に基づいて、固定資産の減損損失の判定、繰延税金資

産の回収可能性の判定等の会計上の見積りを行っております。

 

（株式給付信託（BBT）について）

（1）取引の概要

　当社は、取締役（監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役であるものを除く。）及び

執行役員（以下、「取締役等」といいます。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取

締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な

業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度「株式給付信

託（BBT）」（以下、「本BBT」といいます。）を導入しております。

　本BBTは、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当社の取締役等に対して、当

社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額（以下、「当社株式等」と

いいます。）相当の金銭が信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度です。なお取締役等が当社株式等の

給付を受ける時期は、原則として取締役等の退任時となります。

 

（2）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計

期間末時点で140,590千円、100,000株であります。

 

（3）会計処理の方法

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015

年３月26日）に準じて、総額法を適用しております。規程に基づき役員に付与したポイント数を基礎として、費

用及びこれに対応する引当金を計上しております。

 

（株式給付信託（J-ESOP）について）

（1）取引の概要

　当社は、当社及び当社子会社の従業員（以下、「従業員」といいます。）に対する福利厚生制度を拡充させる

とともに、従業員の経営参画意識の向上を図ることを目的として、従業員向けインセンティブ・プラン「株式給

付信託（J-ESOP）」（以下、「本J-ESOP」といいます。）を導入しております。

　本J-ESOPは、あらかじめ当社が定めた株式給付規程に基づき、従業員が受給権を取得した場合に、当社株式を

給付する仕組みです。

　当社は、従業員に対し、勤続年数等の各人の貢献度に応じてポイントを付与し、受給資格を取得した従業員に

対し、付与されたポイントに相当する当社株式を給付いたします。従業員に対し給付する株式については、あら

かじめ当社が信託設定した金銭により信託銀行が将来給付分も含めて取得し、信託財産として分別管理すること

となります。

 

（2）信託に残存する自社の株式

　信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式

として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度末及び当第１四半期連結会計

期間末時点で56,239千円、40,000株であります。

 

（3）会計処理の方法

　「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号　2015

年３月26日）に基づき、総額法を適用しております。規程に基づき従業員に付与したポイント数を基礎として、

費用及びこれに対応する引当金を計上しております。
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日
至　2021年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日
至　2022年３月31日）

　　　減価償却費 20,442千円 20,099千円

　　　のれんの償却額 9,771千円 9,771千円

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年３月23日

定時株主総会
普通株式 424,193 14 2020年12月31日 2021年３月24日 利益剰余金

（注）当社は、2021年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っておりますが、当該株式分割前の

金額で記載しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）

配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2022年３月23日

定時株主総会
普通株式 545,391 ９ 2021年12月31日 2022年３月24日 利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年３月31日）

　当社グループは、介護医療関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　2022年１月１日　至　2022年３月31日）

　当社グループは、介護医療関連事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

　当社グループは、介護医療関連事業の単一セグメントであり、顧客との契約から生じる収益の区分は概ね単一であ

ることから、収益を分解した情報の重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間

（自　2021年１月１日
　至　2021年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年１月１日
　至　2022年３月31日）

１株当たり四半期純利益 8.37円 10.36円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）
507,470 626,640

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（千円）
507,470 626,640

普通株式の期中平均株式数（株） 60,599,062 60,459,031

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利

益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は当第１四半期連結累計期

間140,000株であります。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 
 

2022年５月11日
　

 

株 式 会 社　エ　ラ　ン

　取　締　役　会　御中
　
 

有限責任監査法人　トーマツ

　　　長　野　事　務　所
 
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 陸　田　　雅　彦

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 下　条　　修　司

 

監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社エラン

の2022年１月１日から2022年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（2022年１月１日から2022年３月31

日まで）及び第１四半期連結累計期間（2022年１月１日から2022年３月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行っ

た。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社エラン及び連結子会社の2022年３月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点に

おいて認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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